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令和６年度 第３回船橋市子ども・子育て会議 会議録 

 

開催日時 

令和６年１０月１０日（木）１０時００分～１１時４０分 

 

開催場所 

船橋市役所９階 第１会議室 

 

出席者 

（委員） 

横山委員（会長）、生田委員、尾木委員、小出委員、児玉委員、竹園委員、 

田中委員、鶴﨑委員、中原委員、原委員、古川委員、星野委員、松﨑委員、 

山中委員、山本委員 

（市職員） 

川端健康福祉局長、森こども家庭部長、三輪こども政策課長、 

大塚こども家庭支援課長、大山子育て給付課長、鈴木児童相談所開設準備課長、 

北川保育運営課長、渡邉保育入園課長、齊藤地域子育て支援課長、 

岸療育支援課長、髙橋地域保健課長、島田教育総務課長補佐、由良青少年課長 

※その他関係各課職員 

（事務局） 

こども政策課 渡邉課長補佐、古川主査（総務企画係長）  

住田主事、成松主事  

 

次第 

１．開会 

２．議題等  

（１）次期計画の基本施策について 

（２）次期計画の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見 

込みと確保方策について 

３．閉会 

 

公開区分 

公開 

 

傍聴者の定員・傍聴者数 

定員１０人 傍聴者５名 
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議事 

１．開会 

○事務局（こども政策課長補佐） 

 定刻となりましたので、これより令和６年度第３回船橋市子ども・子育て会議を始め

させていただきます。 

本日、司会進行を務めさせていただきます、こども政策課 課長補佐の渡邉でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。 

はじめに、本日の会議の進行などについてお伝えいたします。 

本日の審議は２時間程度を予定しております。円滑な議事進行にご協力をお願いいた

します。 

 会場のマイクの使用方法ですが、トークボタンを押しますと赤いランプがつきますの

で、お名前を言っていただいてからご発言をお願いいたします。終わりましたら、再度、

トークボタンを押していただくようにお願いいたします。 

オンライン参加の皆様につきましては、ハウリングや雑音の混入を防ぐため，ご発言

される際を除き、マイク機能はオフにしておいていただきますようお願いいたします。 

ご発言を希望される際は、カメラに向かって挙手していただくか、ビデオ会議ソフト

の手上げ機能でお知らせください。会長の指名を受けましたら、手上げ機能を使ってい

れば手のひらマークをクリックして手を下げて、マイク機能をオンにして、ご発言をお

願いいたします。終わりましたら、マイク機能をオフにしていただきますようお願いい

たします。 

 それでは、配付資料の確認をさせていただきます。 

 

（配布資料の確認） 

 

 本日の会議の進行などについてのご案内は、以上です。 

それでは、これより議事の進行を代わらせていただきます。横山会長どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

２．議題等 

○横山会長 

みなさま、おはようございます。それでは、令和６年度第３回船橋市子ども・子育て

会議の議事に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

本日の会議は、２０名の委員のうち、１５名の方々にご出席をいただいておりますこ

とから、船橋市子ども・子育て会議条例第８条第２項に規定されております、過半数の

「定足数」に達しておりますことをご報告いたします。 

また、「会議の公開・傍聴」についてでございますが、議題には不開示情報が含まれて

おりませんので、本日の会議は「公開」としております。傍聴者の定員につきましては、

１０名までとして、市のホームページに掲載させていただきましたことをご報告いたし

ます。 
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 本日、５名の傍聴者がいらっしゃいます。 

 それでは、ここで、傍聴者に入場していただきます。 

 傍聴者の皆様は、受付の際にお渡しした「傍聴に関する注意事項」の内容に従って傍

聴されるようお願いいたします。 

 

（１）次期計画の基本施策について 

〇横山会長 

それでは、議事に入りたいと思います。 

 議題の１点目、「次期計画の基本施策について」です。こども政策課よりご説明をお願

いいたします。 

 

〇こども政策課長 

こども政策課でございます。それでは、議題１「次期計画の基本施策について」をご

説明させていただきます。 

まず、資料１をご覧ください。こちらは、第 1回会議でご説明しました基本理念、基

本方針及び基本施策です。３ページに各基本施策の概要を記載しておりますが、2 点変

更点がございます。 

1 点目は、基本施策２「こどもの健全な育成の充実」の概要の文章ですが、こどもの

相談に関する事業が位置づくことを想定しまして「また、こども自身が相談しやすい環

境づくりを行っていきます」という内容を追加しています。 

続いて、２点目です。基本施策１０「児童虐待防止対策の充実」の概要の文章ですが、

以前までは「児童相談所等、関係機関との連携を図る」と記載がありましたが、これは

県の児童相談所を想定した記載であり、令和８年度に市の児童相談所が設置されること

を踏まえた表現に変更いたしました。 

 以上、資料１のご説明でございます。 

 続いて、資料２のご説明ですが、その前に参考資料の「事業一覧表」をご覧ください。 

こちらは、次期計画に掲載される事業の一覧表となりますが、現行の第２期子ども・

子育て支援事業計画、同じく現行の第４次ひとり親家庭等自立促進計画に掲載があり、

次期計画にも引き続き掲載を予定している事業については黒字、今回新たに掲載される

事業は青字で表記しています。なお、貧困対策計画に関する事業については、現在「親

子のしあわせ応援プロジェクト」として取り組んでおりますが、今回、こどもの貧困の

解消に向けた対策を取りまとめる計画に位置づけることから、全て新規掲載となってお

ります。 

 各基本施策にどの事業が位置づいているかを掲載しておりますので、参考としてご覧

ください。 

では、資料の２になります。 

前回の会議にて「各基本施策の現状と課題、方向性」としてご説明しました内容を計

画の形に取りまとめ、事業の位置づけなどを整理したものが資料の２「第４章 施策の

展開」となります。この第４章とは、実際の計画書で第４章として掲載する予定の部分

ということを示しています。  
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本日は各基本施策の取り組みを説明させていただきます。それでは資料２、１ページ

をご覧ください。 

基本施策１「乳幼児期の教育・保育の充実」です。 

こちらは、保育所等の待機児童対策や、保育士の確保など、乳幼児期の教育・保育の

提供体制がテーマとなっています。本市では保育需要が増加し続けており、待機児童数

は、令和６年度４月１日時点で国基準２４人、市基準３７３人となっています。 

２ページをご覧ください。主な取り組み「教育・保育施設等の整備促進」ですが、今

後も増加が見込まれる教育・保育の需要に対応するため、引き続き受け入れ枠の拡大を

進めていくという内容でございます。 

続いて３ページをご覧ください。 

受け入れ枠の拡大に伴い、保育士の確保についても依然として課題があるため、事業

を継続してまいります。 

また、関連する取り組みでは、教育・保育の質の向上についても引き続き努めてまい

ります。 

ここで、中段の主な取り組み「保育士の確保」の参考指標の欄をご覧ください。 

各基本施策の「主な取り組み」には、参考指標を設けており、毎年度８月の子ども・

子育て会議にて進捗を報告させていただいております。この参考指標の表記に関して、

１点変更がございます。 

 現状値に対して、その数値を伸ばしていくのか、減らしていくのか、現状維持を目指

すのか、ということを分かりやすくするため、「目指す方向」の欄を設けました。 

例えば、この保育士確保の参考指標の「保育士養成修学資金の借受者のうち、市内の

保育所等への新規就職者数」では、目指す方向が上矢印ですので、現状値の増加を目指

すということを示しています。 

後ほど出てきますが、増加・減少を目指す性質でないものについては、ハイフンで表

記することとしています。 

 また、このページの上段の参考指標「教育・保育施設等の整備」のように、教育・保

育及び地域子ども・子育て支援事業に該当するものについては、具体的な量の見込みと

確保方策を作成する必要があるため、現行計画と同様に現状値から今後の取り組みまで

を、４章ではなく５章に掲載をいたします。 

 ５章の各数値については、この後の議題２にてご説明をさせていただきます。 

 続いて、４ページをご覧ください。 

基本施策２「こどもの健全な育成の充実」です。 

こどもの居場所に関すること、学習機会や体験機会の提供、こどもへの相談支援がテ

ーマになっています。 

７ページをご覧ください。 

主な取り組み「こどもの居場所づくり」では放課後ルーム等の受け入れ、児童ホーム

の運営について記載しています。 

放課後ルームの待機児童は令和６年４月１日時点で４０２人となり、放課後ルームの

受け入れ拡大は、次期計画期間の本市の大きな課題であると考えております。 

また、誰でも自由に遊べる場を提供するとともに、子育て支援や児童健全育成の充実
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目的として、児童ホームの運営、利用の促進なども引き続き取り組んでまいります。 

８ページをご覧ください。 

ここから９ページまでの主な取り組みは貧困対策計画の統合により新たに作成した

ものとなります。 

主な取り組み「学習機会・学習スペースの提供」、「体験機会の提供」の各事業を推進

し、こどもの将来の可能性を広げ、格差の解消に努めてまいります。 

 ９ページをご覧ください。 

主な取り組み「悩みごと、困りごとを抱えるこどもへの支援」ですが、ここでは、新

規の事業として本市が先駆的に取り組みをスタートしたヤングケアラー支援事業を位

置付けております。 

１０ページをご覧ください。 

こちらは、昨年度末頃に実施したグループインタビューで実際に聞き取れた、小学生、

中学生、高校生の声であり、コラムとしていくつかを掲載させていただいております。 

続いて、１１ページをご覧ください。 

基本施策３「特別な配慮を要するこどもへの支援の充実」です。 

発達が気になるこどもや障害のあるこどもなど、特別な配慮が必要なこどもへのサポ

ートがテーマになっています。 

１２ページをご覧ください。主な取り組み「発達に関する相談体制の充実」です。 

こども発達相談センターでの相談件数が増加傾向であることから、相談体制の強化と

ともに業務の効率化を図り、継続相談間隔の短縮に努めてまいります。 

また、参考指標についてですが、現行計画では現状値がないものを設定しておりまし

たが、見直しを行い、数値として把握できるものとして「巡回相談の実施回数」を設定

いたしました。 

続いて１４ページをご覧ください。 

基本施策４「母子保健の充実」です。 

妊娠から出産、乳幼児期にかけての切れ目ない支援がテーマになっています。 

１６ページをご覧ください。 

主な取り組み「妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の推進」です。 

妊娠届出時の保健師等による妊婦全数面接や、各種健康診査、こんにちは赤ちゃん事

業等により、個々の状況に応じた継続支援を実施します。 

また、今回の計画より掲載される新たな地域子ども・子育て支援事業となる事業とし

て、「利用者支援事業：こども家庭センター型」、「産後ケア事業」、「妊婦のための支援給

付・妊婦等包括相談支援事業」がございます。これについては議題２で説明をさせてい

ただきます。 

続いて１８ページをご覧ください。 

基本施策５「親子のふれあいの場づくり」です。 

子育て中の親子の相互交流や悩み相談の拠点の充実がテーマになっています。 

１９ページをご覧ください。 

主な取り組み「地域子育て支援拠点機能の充実」です。 

地域子育て支援拠点である子育て支援センター及び児童ホームにて、親子で遊ぶこと



6 

 

のできる場や、保護者同士の交流機会の提供を行っており、引き続き周知・啓発を行っ

てまいります。 

２１ページをご覧ください。 

こちらにつきましても、昨年度末に実施いたしましたグループインタビューにて、聞

き取れた保護者の声です。コラムとして掲載をさせていただきました。 

続いて２２ページをご覧ください。 

基本施策６「多様な子育て支援サービスの充実」です。 

延長保育、一時預かり等の子育て支援サービスの提供や、子育ての相談体制、情報提

供などがテーマです。 

２４ページをご覧ください。 

主な取り組み「多様な子育て支援サービスの充実」を見ると、既存事業に加えてこど

も誰でも通園制度を新たに掲載しております。事業の開始に向けた検討を進めていると

ころです。詳細は議題２で説明をさせていただきます。 

２５ページをご覧ください。 

主な取り組み「利用者支援事業の充実」では、子育て世帯の不安や悩みの相談、子育

てのアドバイスなどを行う「利用者支援事業」が掲載されておりますが、新たに「利用

者支援事業（基本型以外）」が追加されました。これについても議題２で説明をさせてい

ただきます。 

２６ページをご覧ください。 

主な取り組み「相談体制の整備・充実」では、悩みごと、困りごとを抱えるこどもや

家庭へ必要な支援をつなげるための事業が掲載されており、令和８年度の設置を目指し

ているこども家庭センターの相談体制の強化を位置づけました。 

こども家庭センターでは、こどもや子育て世帯、妊産婦を対象に医療・福祉・保育・

教育などの多方面から継続して一体的な支援を行う施設であり、開設の準備を進めてま

いります。 

続いて２７ページをご覧ください。 

基本施策７「ひとり親家庭等の自立支援の推進」です。 

ひとり親家庭の自立促進につながるよう、「相談機能の強化・情報提供の充実」、「子育

て・生活支援の充実」、「就業支援の強化」、「養育費確保等の推進」、「経済的支援の推進」

の５つの重点施策を設定しております。 

これまで独立した計画として策定していた、ひとり親家庭等自立促進計画の内容を統

合していることから、ひとり親家庭の現状と課題についても、２７ページから３１ペー

ジにまとめて記載しております。このことから、他の基本施策に比べて厚みが出ていま

す。 

３２ページをご覧ください。 

主な取り組み「相談機能の強化・情報提供の充実」です。ひとり親家庭に対する支援

策について、母子・父子自立支援員による情報提供やリーフレットの配布等による周知

を推進するとともに、母子・父子自立支援員の資質向上を図ることでより良い相談対応

を推進してまいります。 
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続いて、「子育て・生活支援の充実」です。ひとり親家庭の保育所等への入所支援や中

学生などを対象とした学習支援、ホームヘルプサービスや市営住宅の入居支援等、子育

て・生活支援を実施してまいります。 

３３ページをご覧ください。 

「就業支援の強化」です。ひとり親家庭の自立と生活の向上につながるよう、就職支

援の講習会の開催、資格取得、技能取得の支援等を実施します。 

３４ページをご覧ください。 

「養育費確保等の推進」です。ひとり親家庭が、養育費や親子交流についての情報を

把握し、養育費の取得や親子交流の実施ができるよう、各種施策を実施してまいります。 

続いて、３５ページをご覧ください。 

「経済的支援の推進」です。経済的に困難な状況にいるひとり親家庭に対し、児童扶

養手当等の経済的支援を実施してまいります。 

続いて、３６ページをご覧ください。 

基本施策８「経済的支援の実施」です。 

児童手当をはじめとした各種手当の支給や医療費の助成など、子育て家庭の経済的支

援がテーマです。 

こちらについては、貧困対策計画に関連する事業が多いため、現行計画と比較して厚

みが出ています。 

３８ページ、３９ページをご覧ください。 

主な取り組み「経済的自立への支援」、「低所得者への経済的支援の実施」です。 

経済的自立に向けた支援の実施や、各種サービスの利用料の減免など、低所得の子育

て家庭への経済的支援を行ってまいります。 

４０ページをご覧ください。 

主な取り組み「住宅の確保支援」では、居住に係る経済的支援を行う事業を位置づけ

ており、生活の基盤となる住宅の確保のための支援を実施してまいります。 

続いて４１ページをご覧ください。 

基本施策９「子育てを支援する地域社会づくり」です。 

地域社会とのかかわりの中で、子育ての負担や不安を和らげ、こどもを健やかに育む

ための地域の子育て支援活動の推進がテーマです。 

４２ページをご覧ください。 

関連する取り組み「子育て支援ネットワークの構築」にて、子ども食堂やプレーパー

クなどの地域活動団体への活動支援と連携を新たに位置付けています。 

子ども食堂やプレーパークは民間団体の活動ですが、こどもの体験活動や子育て世帯

の支援につながる活動ですので、支援してまいりたいと考えております。 

また、４３ページにコラムとして子ども食堂とプレーパークの活動内容を紹介させて

いただきました。 

続いて、４４ページをご覧ください。 

基本施策１０「児童虐待防止対策の充実」です。 

児童虐待の発生予防や再発防止や、虐待の早期発見・早期対応など、きめ細やかで切れ

目のない一貫した支援により、こどもたちの生活を守ることがテーマです。 
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４６ページをご覧ください。 

主な取り組み「児童虐待の発生予防策の充実」は、こども家庭センターの設置を見据

えた内容となっています。 

こども家庭センターでは、日常的に生じる子育て等の不安や疑問の解消のほか、福祉

的な支援を要する状況に陥ってしまった家庭まで幅広い支援を実施します。 

また、子育て世帯訪問支援事業、親子関係形成支援事業は、新たに地域子ども・子育

て支援事業に位置づけられた事業であり、議題２で説明する第５章に掲載されますので、

後ほどご説明させていただきます。 

４７ページをご覧ください。 

主な取り組み「児童虐待相談体制の充実」は、令和８年７月に開設予定の船橋市児童

相談所の開設を見据えた内容となっています。 

開設当初から、円滑かつ適切な相談支援を行うことができるよう、運営方針などの検

討を進め、効果的な支援のため、市内の関係機関はもちろんのこと、社会的養護の実施

における関係機関や司法機関、民間団体など幅広い関係機関と連携協力体制を構築して

まいります。 

また、ICT の活用や相談援助フローの工夫等により、こども家庭センターと一体的で

シームレスな相談援助体制を実現し、虐待の再発防止体制を充実させていきたいと考え

ております。 

続いて４９ページをご覧ください。 

基本施策１１「仕事と家庭の両立支援の推進」です。 

家庭と子育ての両立のための理解、協力がテーマです。 

５１ページをご覧ください。 

関連する取り組み「ワーク・ライフ・バランス実現のための啓発」では、企業、市民

それぞれの啓発を行う事業が位置づいています。 

仕事と家庭の両立のためには、勤務先や職場の理解が必要ですので、事業を継続して

まいります。 

 続いて５２ページをご覧ください。 

 ここからは、横断的施策として位置づけております「こどもの貧困対策」についての

ページになります。 

 ５２ページから５５ページまでは、こどもの生活状況に関する現状を掲載しています。 

５６ページをご覧ください。こどもの貧困対策については、「教育の支援」「生活の安

定に資するための支援」「保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の

支援」「経済的支援」そして、「社会の理解・つながりの強化」の５つの分野において、

本計画の基本施策を横断して推進していきます。 

 この５つの分野については、こども大綱を勘案しており、それぞれの支援について本

市で進めていくこどもの貧困対策を記載しております。 

 ５７ページ、５８ページをご覧ください。 

 こちらは、先ほど申し上げました５つの分野別に、こどもの貧困対策に関連する施策

及び事業を分類した表となります。先にご説明いたしました各基本施策にまたがって掲

載されているこどもの貧困対策に関する事業をまとめて再掲しているものとなります。 
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 掲載している事業を各基本施策において横断的、計画的に実施し、こどもの貧困対策

を推進してまいります。 

 長くなりましたが、説明は以上となります。 

 

〇横山会長 

 はい。ありがとうございました。それでは、ご質問、ご意見等がございましたら、会

場の方は挙手をお願いいたします。オンライン参加の方はカメラに向かって挙手をして

いただくか、挙手機能にてお知らせください。 

 いかがでしょうか。 

 はい、竹園委員どうぞ。 

 

〇竹園委員 

 はい。父母会連絡会の竹園です。よろしくお願いいたします。 

資料２の７ページ、放課後ルームの話ですが、やはり保育園の保護者にとっても、小

学校の保護者にとっても、かなり大きな話題になっています。９月の議会で市として、

これまで約２０年公設公営だった方針から、民間の事業者にもお金を出して運用したい

ということで、これまでの政策から大きく変わった提案があったと思います。議会では

否決となったということでしょうか。今後も全国ワースト１位の状況で、果たして公設

公営で運営していけるのかどうかです。それについていうと、例えば保育園では、この

２０年間で結局、公立園２７園に対して私立園が１００園ほどになり、ある種の民間活

用をして保育需要を補ってきました。それが小学校になった時に全部公設公営でまかな

いきれないという現象が今起きてしまっているということだと思います。私は政治学を

専門にして、編集者としても政治学で生きている人間ですが、非常にこれ保護者にとっ

ても痛いですが、全国的な事例としても学術的にも、興味深い事例であると思っていま

す。しかも公設公営の中身としては会計年度任用職員でまかなっており、非常に不安定

な印象を受けます。今回の方針の中では特にその指摘もないのですが、これまでの方針

は崩さずにやっていく方向性でいいのかどうか、お伺いします。 

 

〇横山会長 

 ご回答をお願いいたします。 

 

〇地域子育て支援課長 

 はい。地域子育て支援課の齊藤でございます。よろしくお願いいたします。 

まず放課後ルームですが、今回の議会の中でご説明した中では公設公営で進めていく

という方針につきましては、これまで通りやっていきたいということでご説明をさせて

いただきました。 

 民間の事業者様に対して、補助というようなことを一つご提案させていただいた中で、

各会派の方から様々なご意見をいただきまして、まだその辺についてはもう少し整理の

必要がございました。委員より「否決」とおっしゃられましたが、そういうことではな

く、私どもの方から取り下げをさせていただいたという整理になっております。 
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それから待機の児童について心配だというお話がございましたが、この点につきまし

ては、なかなか進んでいない部分もございますが、例えば、今年度示させていただいた

待機児童の解消プランでは、放課後の空き教室を使うなど、その他のことも含めて様々

な施策を打ちながら待機児童の解消について取り組んでいきたいと思っています。 

以上です。 

 

〇横山会長 

 いかがでしょうか。 

 

〇竹園委員 

 ありがとうございました。新聞でしか見ていないのでわからないのですが、民間に支

援をする形で考えた時のその民間事業者とは、実際にどういうものを想定して、どのよ

うな形を考えていたのか、もし分かる範囲でいいですので、教えていただければと思い

ます。 

 

〇横山会長 

 お願いいたします。 

 

〇地域子育て支援課長 

 はい。地域子育て支援課長です。 

今現在の私どもの方にお届けを頂いている民間事業者様ですが、４事業者ございまし

て、その４事業者が６箇所でその事業をやっていることについては、把握してございま

す。 

実際に私どもの方にもいわゆる株式会社から、船橋市については待機児童が多い状況

ということで聞いているが、何か補助の制度などはないのか、というようなお問い合わ

せもいただいているものですから、既存のところ以外も含めて、新たに放課後ルームの

関係に携わっていただけるようなところがないか、とは考えていたところになります。 

以上です。 

 

〇横山会長 

ありがとうございます。はい。 

 

〇竹園委員 

 はい。ありがとうございます。やはり公設公営で行くという方針自体に関しては、

私自身も多くの市民の皆さんも賛成だと思いますが、やはりこれから数年のアクショ

ンプランの数字を見ていても、とてもではないけど、やはり行政だけでは解決できな

い部分もあるのではないかと思います。本当に大きな関心を皆さん持っているので、

保護者のニーズをしっかり捉えて、何とか少しでも前に進んでいただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

 



11 

 

〇横山会長 

 はい、ありがとうございます。その他、ご質問、ご意見等ございますか。 

よろしいでしょうか。 

 

〇小出委員 

社会福祉協議会の小出です。同じく資料２、施策の展開のところで１１ページです

が、「特別な配慮を要するこどもへの支援の充実」のところでお伺いしたいと思いま

す。 

この中での中核的機関を設けるということで、これはとても良いことだと思いま

す。ただ、市直営のこども発達支援センターではなくて、民間の児童発達支援センタ

ーにこの役を担わせるということですが、市の直営施設ではない場合はそういったこ

ともありだとは思うのですが、民間の児童発達支援センターにその役割を担わせよう

としたのはどういうことなのか、ということと、市が連携を図るのであれば、市の方

が中心になる方が良いのでは思ったもので、これらについてお伺いいたします。 

 

〇横山会長 

 ご回答をお願いいたします。 

 

〇療育支援課長 

 療育支援課長です。よろしくお願いいたします。 

お尋ねの中核的支援機関につきましては、こちら児童福祉法第四十三条におきまし

て、児童発達支援センターが地域の障害児の健全な発達において、中核的な役割を担

う機関として、高度な専門的な知識及び技術を必要とする支援を提供し、合わせて障

害児の家族、通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必

要な援助を行う施設であることが規定されております。 

このことから、法的にも民間であっても、児童発達支援センターが地域における障

害児支援の中核的な役割を担う機関とされておりまして、先ほどおっしゃられた、こ

ども発達相談センターは市の直営の施設であっても指定の通所支援事業所ではござい

ませんので、こども発達相談センターは中核的支援機関にはならないというものでご

ざいます。 

また、市が連携の中心になった方が良いのではとのことですが、今年度報酬改定が

あり、その中でも中核的機能加算というものが創設されておりまして、市としては運

営法人と協議した結果、児童発達支援センター２箇所を中核的支援機関として位置づ

け、市や地域の関係機関との連携及び市との定期的な情報共有に努めておりますこと

から、民間事業者であるから連携が難しいとは考えてはいないところでございます。 

以上でございます。 

 

〇横山会長 

 はい。ありがとうございました。 
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〇小出委員 

ありがとうございました。よくわかりました。 

続けてですが、この表を見ても放課後デイサービスの利用者がかなり増えていると

思いますが、利用者の増加に伴いまして、放課後等デイサービス事業所の方が増えて

いること聞いていますが、そうしますと今度、児童発達支援センターの方が足りてい

るのかどうかというのが心配なのですが、もし足りてないようだったらどう対処して

いくのか気になりました。それと、放課後デイサービスが増えてきていることはいい

ことですけども、かなりのスピードで増えてきていると思っています。 

そうしますとやはり質の面について気になりますので、この２点についてどういっ

た見解をお持ちか、教えていただければと思います。 

 

〇療育支援課長 

療育支援課長です。 

まず小学校入学から１８歳まで利用できる放課後等デイサービス事業所の数につき

ましては、令和４年度末で７０事業所、５年度末で７８事業所、今年度の９月末で８

２事業所になっております。 

一方で未就学児が通所する児童発達支援事業所につきましては、児童発達支援セン

ターを含めまして、９月末で６６事業所になっております。 

このことから、著しく不足しているというようなお声などは届いてない状況でござ

います。例えば、行きたいところにいけないという事情はあるかもしれませんが、数

として不足しているとは考えてはいないです。 

放課後等デイサービスが急激に増えたことによる質の担保とのお話ではありますけ

れども、療育支援課といたしましては、放課後等デイサービス事業所協議会や船橋障

害者相談支援事業所連絡協議会などと協力いたしまして、より質の高い療育支援につ

なげるための研修会や勉強会、教育機関との連携会議など、各機関と連携して情報共

有等を行うことで、事業所の質の向上を図っています。 

また、指導と監査の権限が指導監査課にありますので、指導監査課の方としては、

年に１回実施する集団指導で報酬の請求に関する誤りやすい箇所について注意喚起な

どを行っています。加えて、運営指導を３年に１回行っており、新規指定の事業所に

つきましても、１年以内に実施をしていると聞いております。 

また、事業所を指定する前に、児童発達支援管理責任者と一度指導監査課で面談を

行いまして、その児童発達支援管理責任者の責務や人員配置に関する認識等について

の確認を行っているとも聞いております。 

以上でございます。 

 

〇横山会長 

 ありがとうございました。小出委員どうぞ。 

 

〇小出委員 

 よくわかりました。ありがとうございました。 
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〇横山会長 

 質でなにか気になることとか、見聞きされますか。 

 

〇小出委員 

 そういったことはないのですが、とにかく急激に増えるといったところが心配であ

ったので、今の説明でよくわかりました。 

 

〇横山会長 

 はい。ありがとうございました。 

他にご質問等はございますか。はい、ではどうぞ。 

 

〇尾木委員 

 船橋の私立幼稚園連合会の尾木でございます。よろしくお願いいたします。 

 資料２の基本施策１「乳幼児期の教育・保育の充実」の部分に関連するご質問でご

ざいます。 

実はここには上がっていないのですが、大変な課題があると、私立幼稚園に関して

思っております。現在船橋市の私立幼稚園は定員充足率が低下し、平均でも５０パー

セント以下、南部等が２５パーセントという、もうすでに限界ラインで存続の危機に

直面しております。こちらの資料によればニーズの変化で保育園を志向する方が多い

ことがまず一つと、保育園の待機児童はだんだん減少してきていること、保育ニーズ

が高まっている一方で、幼稚園の認定こども園化ということを進めていただいている

ということが資料の方で分かります。 

保護者が保育園を選ぶ傾向が強まっているために、幼稚園の役割や価値が認識され

づらくなってきていると考えております。幼稚園は単なる保育施設ではなく、地域の

教育環境の一環としての大切な役割をこれまでも果たしてきたと思います。 

特に就学前教育の充実というのは、こども達の将来に向けての基盤づくりであり、

投資であり、保護者にとっても教育の持っておきたい選択肢の一つとして存続させる

価値があると思っております。 

念のために申し上げますが、船橋市が私立幼稚園に対する補助等で他市に比べて後

れを取っているとか、そういった意味ではございません。他市に比較しても良くやっ

てくださっているのですが、課題として認識されていないようなので、気づいた時に

は幼稚園を選ぶという選択肢がなくなったという話になってしまうと、困るなと思っ

ております。 

現在、この認定こども園に移行している率は大体３割ぐらいで、全国的に７割ぐら

いがもう新制度に移行していますが、新制度に移行したから赤字がなくなるわけでは

なく、先生達の処遇改善や各種の補助等、そちらの方が充実してくるということで、

そちらの方の推進をこれからも進めていただきたいという一つのお願いです。 

幼稚園の存続には、行政のサポートとか地域全体での支援が不可欠であります。た

くさん色々な新しくできる事業等の資料をいただきました。補助金増額、新規事業等
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計画されていらっしゃいますけれども、幼稚園の価値を保ちながら保育ニーズに応え

られるように、行政も幼稚園の支援をしてくださると良いと思います。 

「気づいたらなかった」ということが、国の政治を見ているとよくありまして、何

か一つを推進すると、片一方が抜け落ちて忘れられてしまうようなことにならないよ

うに、課題の共有という意味でお話をさせていただきました。 

船橋市では、定員充足率が低下している現状について、これからどのような支援策

を検討されていますか。また、補助金の増額や運営支援について具体的な計画はあり

ますか。今後の見通しを伺いたいです。 

 

〇横山会長 

 ありがとうございます。ご回答をお願いいたします。 

 

〇こども家庭部長 

 こども家庭部長です。 

幼稚園の運営に関する支援については、現在教育委員会が主体となっている状況で

はございますが、一方で未就学の児童に対する保育園以外への選択肢の一つとして、

重要な施設であるとこども家庭部においても考えおりますので、しっかりとした運営

ができ、保護者が選択肢として必要と考えられる時に船橋市内の幼稚園が存在してい

るという状況を作り出すことが必要だという課題としては我々も捉えているところで

ございます。今後どのように行政と私立幼稚園が協力し合って進めていくか、どのよ

うな体制で進めていくかについては、今、検討を進めているところでございます。 

また、しっかりと運営をしていただくことで、待機児童の解消の役割も担っていた

だいておりますので、そこは、尾木委員がご心配されているようなことが生じないよ

う、我々も取り組んでいきたいと考えております。 

具体的な回答できず、申し訳ありませんが以上です。 

 

〇横山会長 

 ありがとうございます。いかがですか。 

 

〇尾木委員 

 ありがとうございます。中長期的な視点で質の高い子育てを船橋市民が享受できる

ような体制を整えられるように考えていただければ本当にありがたいと思います。 

また、幼稚園を選ぶ家庭もいらっしゃるなかで、近況的には PRの強化や補助金の増

額など、幼稚園に行っているこどもに対してはあまり税金が使われてないという、そ

ういう不公平感などをお聞きするので、その辺のサポート体制を喫緊の課題として捉

えていただけたらありがたいと思いました。 

お答えいただきましてありがとうございました。 

船橋市が今できてないとかではないです。幼稚園は県と国が管轄で、その監督権限

も県にある中で、市が何も口出せない部分がたくさんあるとは思いますが、せっかく

船橋市は私立幼稚園が旧来通り特色ある教育をしたままたくさん残っている市でもあ
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ります。市によっては全部移行した園もありますので、せっかくなら、保護者にとっ

ては色々な園を選べた方が絶対幸せなのかなと思っていますので、こどもにとっても

自分が好きな園に行きたいという選択肢を減らさないでいただけたらありがたいで

す。 

以上です。 

 

〇横山会長 

 はい、ありがとうございます。今まで縦割り行政できたので、やはり船橋市のこど

も達が選ぶこども達の施設ということで、広く見ていただければと思います。 

その他、ご質問ご意見等ございますか。はい。お願いいたします。 

 

〇竹園委員 

 はい。竹園です。 

資料２の４１ページの子育てを支援する地域社会づくりというところです。私、習

志野台の PTA会長をやっていると、市民の会に参加しなければいけないので、この５

７ページに掲載されているハッピーサタデー事業など、地域の町会長、自治会長や、

他校の PTAの人たちも含めて色々な事業をやっていますが、やはりかなり高齢化をし

ておりまして、特に民生委員、保護司の方からもやはり地域社会の存続についての危

機感みたいなものを聞きます。確かに、関わっているとそうだなと思います。 

この施策９に関しては参考指標がなかったのですが、なにか市としてこういうよう

な指標があるというのがあればありがたいなと思い、質問させていただきました。 

 

〇横山会長 

 はい。ありがとうございます。ご回答をお願いいたします。 

 

〇こども政策課長 

 こども政策課でございます。 

今、ご指摘がありましたように、ここのところには指標が載ってございません。 

この基本施策のテーマが地域で活動する団体の支援という位置づけになっており、

行政が主体的に目標を持って達成しようとできるところでなく、参考指標の設定が難

しかったところでございます。 

ただ、参考指標がないからといって軽んじているわけではないと、ご理解いただけ

ればと思います。 

以上です。 

 

〇横山会長 

 よろしいでしょうか。はい。 

 ほかにご質問、ご意見等はございますか。関連したものはこの後にもでてきますの

で、併せてご覧ください。 
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（２）次期計画の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策

について 

〇横山会長 

続きまして議題の２点目、「次期計画の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の

量の見込みと確保方策について」です。 

こども政策課よりご説明をお願いいたします。 

 

〇こども政策課長 

はい。こども政策課でございます。 

 それでは、議題２「次期計画の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見

込みと確保方策」についてご説明させていただきます。 

資料３をご覧ください。 

子ども・子育て支援事業計画では、計画期間において、教育・保育及び地域子ども・

子育て支援事業の量の見込みと確保方策を策定することとされております。 

前回会議では教育・保育の量の見込みをご説明いたしましたが、このたび確保方策を

策定いたしました。 

また、地域子ども・子育て支援事業については、量の見込みと確保方策を策定いたし

ましたのでいくつか抜粋して、ご説明させていただきます。 

１ページから７ページについては、新制度の概要や認定区分、教育・保育の提供区域、

教育・保育の量の見込みと確保方策の考え方を記載しております。 

こちらのページについては現行計画にも掲載があるもので、大きな変更点はございま

せん。 

８ページをご覧ください。 

教育・保育の量の見込みと確保方策ですが、現行計画から掲載の順番を変更いたしま

した。 

現行計画では、２号３～５歳、３号１・２歳、３号０歳、１号３～５歳の順番で掲載

しておりました。 

今回、国の手引きにより１歳と２歳を分けて策定することとされたため、見やすさを

重視して年齢順に並び替えました。そのため、３号０歳、３号１歳、３号２歳、２号３

～５歳、それから、１号３～５歳の順番に掲載をさせていただきました。 

それでは１０ページをご覧ください。 

現行計画の策定当初は、待機児童数が非常に多かったこともあり、全ての年代におい

て確保を大きく増やしていく計画としておりました。 

現在では、待機児童が１・２歳に集中していることから、１・２歳を中心に確保を増

やしていく必要があると考えております。 

一番上の表、３号１歳の「市全体」の表をご覧いただきますと、このうち、下から２

番目の水色の箇所の「Ｂ 確保数 合計」のところですが、令和７年度が「２,４４８人」、

令和１１年度が「２,６６１人」となっており、令和７年度から１１年度で２１３人分の

受け入れ枠を拡大する計画となっています。 

１２ページをご覧ください。 
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一番上の表、３号２歳の「市全体」の表をご覧いただきますと、同じく下から２番目、

「Ｂ 確保数 合計」のところですが、令和７年度が「２,８０２人」、令和１１年度が

「３,０４２人」となっており、令和７年度から１１年度で２４０人分の受け入れ枠を拡

大する計画としております。 

１歳と２歳はこのように引き続き受け入れ枠の拡大を目指す計画となっております

が、現行計画と比較しますとその数は少なくなっています。 

また、計画の数値はあくまで現時点の見込みであり、実際にはその時点の待機児童数

やエリア等の状況を踏まえて適切に対応してまいります。 

続いて、１８ページ、１９ページをご覧ください。 

これ以降は地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策を掲載したページに

なります。 

まず、利用者支援事業です。 

現行計画では基本型、特定型、母子保健型と掲載しておりますが、「地域子育て相談機

関」を基本型以外として新たに掲載しております。 

こちらは、地域の住民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言を行うことがで

きる場所として、概ね中学校区に１箇所を目標に整備をしていくという、改正児童福祉

法による新規事業であり、現在検討段階ではありますが、本市では、子育て支援センタ

ーや児童ホームなど既存施設の活用を基本に進めていく見込みです。 

また、これまで「母子保健型」とされていたものが「こども家庭センター型」になっ

ています。これは、子育て世代包括支援センターが、令和８年度設置のこども家庭セン

ターに含まれることにより名称が変更されるものです。 

また、市内の各保健センター等の窓口についても現行計画では母子保健型として実績

値を報告しておりましたが、これについては「妊婦等包括相談支援事業型」に名称が変

わる可能性がございます。ただ、現在国の方針等が不明なため、今回の資料では検討中

となっています。 

続いて、２２ページをご覧ください。 

放課後児童健全育成事業（放課後ルーム）です。 

放課後ルームの待機は船橋市の大きな課題の一つであり、第３期計画期間においても

受け入れ枠の拡大が必要と考えております。 

２２ページの表の中段あたりにある「市全体」のうち、「Ｂ 確保方策」を見ますと、

令和７年度は「６,０９１人」、令和１１年度は「６,９２０人」となっており、８２９人

分の受け入れ枠を拡大する計画となっています。 

なお、学校ごとに状況が異なりますので、必要な地域に適切な整備を行えるよう検討

してまいります。 

続いて、２５ページをご覧ください。 

子育て短期支援事業（ショートステイ事業）です。 

こちらについては、事業の実施内容に変更はなく、引き続き実施していくものですが、

確保方策の掲載方法を変更しております。 

現行計画では確保方策も数値を作成しておりましたが、本事業は日ごとの利用の申し

込みに対して実施している事業であり、年間を通しての確保量を設定することはそぐわ
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ないと判断したため、確保方策を文章で表記することとし、「需要の多い休日の利用枠の

確保」、「社会情勢に応じた柔軟な利用枠の確保」としました。 

続いて、３０ページをご覧ください。 

一時預かり事業（幼稚園型）です。 

幼稚園型Ⅰ等について、第２期計画では、量の見込みを１号と２号で分けておりまし

たが、本事業は保育の必要性によって区別して実施する性質のものではないため、今回

は合算で作成いたしました。 

続いて、３５ページをご覧ください。 

一時預かり事業の、子育て短期支援事業（トワイライトステイ事業）です。 

こちらについても、ショートステイ事業と同様に、日ごとの利用の申し込みに対して

実施する事業であり、年間を通しての確保量を設定することはそぐわないと判断したた

め、確保方策を文章で表記することとしました。 

続いて、３６ページ、３７ページをご覧ください。 

病児保育事業ですが、現行計画では、病児・病後児対応型のみの掲載でしたが、保育

所等に在園する児童が保育中に発熱等による体調不良となった場合に対応する体調不

良児対応型を新たに追加しました。 

なお、この体調不良児対応型は、利用申込に応じて受け入れを行う性質の事業である

ため、量の見込みと確保方策の数が同数となっています。 

続いて、４１ページをご覧ください。 

（１４）子育て世帯訪問支援事業以降は次期計画から新たに地域子ども・子育て支援

事業に位置づけられる事業となっております。 

子育て世帯訪問支援事業は、支援が必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、子育て

に関する情報の提供や、家事及び養育に係る援助等を行う事業です。 

支援の必要があると判断した家庭に対し、もれなく支援をするという性質の事業であ

るため、確保方策が文章での表記となっています。 

続いて、４２ページをご覧ください。 

「（１５）児童育成支援拠点事業」です。 

養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、居場所とな

る場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に対してのサポートや、関係機関へ

のつなぎを行うなど、支援を包括的に提供することにより虐待を防止し、児童の最善の

利益の保障と健全な育成を図ることを目的としています。 

こちらについては現在検討段階であるため、具体的な目標値の設定はございませんが、

先進事例などを参考に検討を進めてまいりたいと考えております。 

続いて「（１６）親子関係形成支援事業」をご覧ください。 

こちらは、親子間における適切な関係性の構築を目的として、児童とその保護者に対

し、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言などを行う事業

です。 

量の見込みに対応するための実施体制を確保する性質のものであるため、量の見込み

と確保方策が同数となっています。 

続いて、４３ページをご覧ください。 
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これ以降の事業については、国より示す予定とされていた時期を過ぎておりますが、

現時点においても、国より量の見込みの算出方法の手引きが示されておりません。つき

ましては、現時点で数値の作成ができておりませんので、今回は概要のみ掲載しており

ます。 

まず「（１７）産後ケア事業」です。 

産後、家族等からの支援を受けられない・育児に対して不安があるなど、育児支援を

必要とする方に対し、産後ケア事業（宿泊型・通所型・訪問型）を行うものです。 

その下をご覧ください。 

資料では「（１８）妊婦等包括支援事業」となっておりますが、相談という表記が抜け

ておりました。正しくは「妊婦等包括相談支援事業」となります。「包括」と「支援」の

間に「相談」が入ります。この場をお借りして、お詫びと訂正をさせて頂きます。記載

が漏れまして申し訳ございませんでした。 

妊婦やその配偶者等に対して面談等により情報提供や伴走型相談支援を行い、妊婦の

ための支援給付を行う経済的支援と伴走型支援を組み合わせることにより、効果的な妊

娠期からの切れ目ない支援を行う事業となります。 

続いて、４４ページをご覧ください。 

「（１９）こども誰でも通園制度」です。 

普段保育園等に通園をしていない３歳未満のこどもを対象に、保護者の就労等の要件

を問わずに保育園等への通園を可能とするもので、年齢の近い他児とのかかわりを通じ

て、こどもの成長発達の促進を図るとともに、保護者の育児不安の解消、育児負担の軽

減を図ることを目的としています。 

現在実施に向けた準備をしており、実施方法など、検討してまいります。 

只今、ご説明を割愛させていただきました、その他の事業につきましては、第２期計

画から大きな変更はなく、継続して実施してまいります。 

なお、次回の会議では検討中としていた部分についても反映したうえで、１章からの

素案全体をお示しさせていただく予定でございます。 

議題２の説明は以上でございます。 

 

〇横山会長 

 はい。ありがとうございました。それでは、ご質問、ご意見等ございましたら、会場

の方は挙手をお願いいたします。 

 はい。どうぞ。 

 

〇田中委員 

 田中でございます。 

まず二つ伺いたいのですが、８ページから続く、量の見込みと確保方策の部分で市全

体の数を見るときに、利用率というのがあります。０歳児は０.５％ぐらい、その他の年

齢は大体１.５～２％くらいずつ上がっているのですが、幼稚園の１号の方は逆に少な

く設定をされています。 

この利用率の数字はどこから出てきたものなのか、というのを一つ伺いたいです。 
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もう一つはこの量の見込みの中にまだ検討中だとは思いますけれども、こども誰でも

通園制度に参加するであろうこどもの数というのは含まれているのでしょうか。 

こども誰でも通園制度が始まり、もしそれなりの数の方が希望されるとなると、保育

園、おそらく幼稚園もそれに対応する職員が必要になってくるであろうと見込まれます

ので、その辺の見込みはどうなのかということと、こちらが量の見込みの方に含まれて

いるのかどうかの二つ、お伺いいたします。 

 

〇横山会長 

 はい。ご回答をお願いいたします。 

 

〇こども政策課長 

 はい。こども政策課でございます。 

利用率のところですが、前回の会議の中で１回ご説明をさせていただいた内容の繰り

返しになってしまいますが、量の見込みを算出する方法として国から示されているもの

につきましては、昨年度実施して報告させていただきましたアンケート調査の中の施設

の利用希望を家庭類型ごと、例えば共働きの世帯や、これから働きたいと考えている世

帯などの割合と、施設や事業の利用見込みの割合を掛け合わせて算出していくことが基

本となっております。 

まずその考え方に基づいて算出した結果、現行計画期間中の実際の利用率の推移と見

比べた時に、０歳と１歳は直近のトレンド同様、上昇傾向が見られたので、そのまま採

用できるということで落とし込んだものになっております。 

一方で、アンケート結果に基づいた算出をした結果、２歳、それから３から５歳につ

きましては、今の実績より逆に落ちてしまう年齢や、その伸びが直近の伸び率に比べて

急に鈍化をしてしまうところがあり、数字としてこの利用率を使うのは適当でないと考

えました。 

第１期計画の期間中もずっと利用率は伸びております。現行計画期間中においても伸

びております。そこの傾向は変わらないので、次期計画期間中も伸びるだろうという前

提ではありますけども、その伸び率の状況が第１期計画の時の伸びに比べて現行計画期

間中の伸びは少し緩やかになっておりましたので、その辺の減少率も加味して第３期の

利用率を落とし込んだものが今回のこの利用率になっております。特に意図的にこの年

齢は何パーセントにしようというのではなく、そのトレンドを見て落とし込んだ結果こ

のようになっております。 

続いて、量の見込みの中にこども誰でも通園制度の想定が入っているかということで

ございますが、教育・保育の量の見込みにつきましては保育の利用希望の見込みをベー

スとしておりますので、この中にこども誰でも通園制度の利用者を想定した数というの

は入ってございません。          

以上でございます。 

 

〇横山会長 

 はい。ありがとうございます。よろしいでしょうか。 
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〇田中委員 

 ありがとうございました。 

 

〇横山会長 

 では、他にご質問、ご意見等はございますか。どうぞ。 

 

〇松﨑委員 

 松﨑です。田中委員と同じ箇所ですが、資料の８ページのところでご質問をさせてい

ただきます。 

３号認定についてはずっと確保数を増やしていくというのは、０・１・２歳児がある

ので仕方ないのかなと思っています。実際には０歳児のところはすでにもう確保ができ

ている状況をさらに１１年度に向けて増やしていくことについては、これは仕方のない

ことだと思います。同じ３号認定の括りだとすれば、 １歳児、２歳児が足りないのでそ

こを確保していくのだろうと思います。 

ただ、２号認定については、すでに量の見込みが令和７年度「７,３９７人」で確保数

はもうすでに「８,１１９人」で超えていて確保ができています。毎年２号認定を確保し

ていきつつ、令和１１年度の量の見込みはすでにもう令和７年度で上回っているのに、

なぜ確保していかなければいけないのかをご説明をしていただきたいです。 

 

〇横山会長 

 よろしくお願いいたします。 

 

〇保育運営課長 

 はい。保育運営課です。 

今のご質問ですが、確かにこの１４ページですね、２号認定こどもの量の見込みが令

和１１年度で見ても確保数の方が上回っている状況でございます。 

市全体というところで、少し大幅に数の方はなっていますが、ただこれをエリアを細

かく見ていきますと、特に先ほどあったように０・１・２歳については、保育需要が高

く、ある程度定員が不足しがちなところを整備していかなきゃいけない。そういったと

ころは、逆に言えば小規模保育事業所を整備して、その後３歳以上の受け入れになった

時に、受け入れ先の方でもういっぱいになってないかというところもあろうかと思いま

す。 

その連携先が不足しがちなエリアもあるものですから、そこで２号も含めて、保育所

という形で、エリアによっては必要により整備をしていかなければいけないと考えてる

ところでございます。 

 

〇横山会長 

ありがとうございます。いかがですか。どうぞ。 
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〇松﨑委員 

エリアによって整備をしなければいけないというのは十分理解しています。ただ、そ

れが１１年度に向けて３００人も増やす必要があるのかというのは非常に疑問です。 

 

〇保育運営課長 

はい。保育運営課長です。 

例えば、保育所を一つ整備するのに定員としては各歳で６０定員のものが必要だろう

など、そういったことを積み上げた計画値でございますので、この計画は先ほどこども

政策課の方からご説明したとおり、実際に、我々が整備する際にはやはり毎年待機の状

況をエリアごとに細かく見ていき、そこで本当に必要なものを整備していく考えではご

ざいます。 

これはあくまでもそういった計画値で算出されたものと、ご理解をいただきたいと考

えております。 

 

〇横山会長 

 ありがとうございます。 

ほかにご質問はございますか。オンラインの委員の皆様はいかがでしょうか。 

 はい。児玉委員どうぞ。 

 

〇児玉委員 

 はい。市川児童相談所船橋支所の児玉です。よろしくお願いします。 

２５ページの子育て短期支援事業ショートステイのところで質問をさせていただき

たいと思います。 

こちらの計画にあたってはこれまでの利用実績が算定の基となっているようですが、

現状の制度を見てみると利用登録のための事前面接が必要であり、それから利用にあた

っては１０日前までに予約をしなければいけないということがあるので、要支援家庭に

はかなりハードルが高いかなと感じていて、実際は利用したいけどニーズがある家庭も

利用できてない実態があるのではないかと思っています。 

また、緊急時には対応できないことがあり、児童相談所の一時保護以外の選択肢がな

くなってしまうという事例も見受けられます。 

その辺りの潜在的ニーズも加味した量的見込みと、計画への反映が必要なのではない

か思うのですけれども、家庭や、あるいはその家庭を支える支援機関からショートの利

用の相談があったが、現行の制約から利用に至らなかった件数というのは調査などで把

握をされているのでしょうか。 

 

〇横山会長 

 ご回答をお願いいたします。 

 

〇地域子育て支援課長 

はい。地域子育て支援課長です。  
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実際に市内で今この事業を受けてくださっている事業者が１事業者でして、そちらの

事業者との話し合いの中で、委員の方がおっしゃられた部分というのはとり決めて運用

しております。 

実際に私どもの方で把握している部分としては、土曜日や日曜日それから祝日のニー

ズは高いのだけれども、一方平日についてはそれほどでもなく、実際に利用ができなか

った声の数は、正確には把握していません。 

 

〇児玉委員 

ありがとうございます。ぜひその辺も今後把握していっていただければと思います。 

併せて、児童福祉法の改正で令和６年度から子育て短期支援事業の内容が拡充され、

こども自身からの利用申し込みができるようになったり、親子でも利用ができるように

なることが国からは示されていたりですとか、あと、受ける事業所がやはり人員確保が

しにくいということで、それが受けやすいように専用の人員配置の支援をするというこ

とで予算配置がされているかと思います。 

この辺りの部分を見込んだ量的見込みとか予算の確保というのは、船橋市さんの方で

は考えられていますでしょうか。 

 

〇地域子育て支援課長 

地域子育て支援課長です。 

おっしゃられている部分で、親子でご利用したいですとか、そのようなご要望などに

ついては今叶えることができていない状況ではありますが、現在の事業者とは定期的に

話し合いを持っておりますので、その中で実際にニーズの部分についての話し合いや、

あとは他市の事例を見ますと、市外の事業者を利用しているケースもありますので、他

市の事例なども研究していきたいと思っております。 

以上です。 

 

〇児玉委員 

ありがとうございます。 

やはり事業者が一つだけというのが、かなり課題があると思っているので、その辺は

ぜひ検討していただきたいということと、里親とかファミリーホームもショートステイ

の受け皿として活用できるとなっていますけれども、船橋市さんにおいては今後そうい

う考えはありますでしょうか。 

 

〇児童相談所開設準備課長 

児童相談所開設準備課長です。 

里親ショートにつきましては、今千葉県の方で里親さんに対するアンケート調査など

を行った情報などを得ております。まだ具体的にいつからというのは申し上げられませ

んが、我々の方で里親ショートの事業化に向けて今検討を進めているところでございま

す。 

必要性についても十分認識しているところです。 
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以上です。 

 

〇児玉委員 

ありがとうございます。 

要対協の代表者会議でも申し上げたのですけれど、やはり児童相談所から見て児童虐

待予防で特に重要なのはショートの拡充とか充実だと思っています。先ほど申し上げた

ようにショートステイが利用できないことによって、児相の一時保護しか選択肢がなく

なるという事例も一定程度あるかと思っています。 

関連する課題として令和７年度から一時保護開始時に司法審査が始まり、一時保護の

適用に関する審査がより厳格になっていくので、この辺りも影響があるかと思っていま

す。 

やはりショートステイが必要な家庭はショートで利用できるようにしていくという

ことが家庭やこどもにとってもそうですし、新しく設置される市の児童相談所が円滑に

業務を運営していく上でもとても大切だと思いますので、ぜひご検討をよろしくお願い

します。 

以上です。 

 

〇横山会長 

 貴重なご意見ありがとうございました。他にご質問、ご意見ございますか。 

 はい。どうぞ。 

 

〇竹園委員 

 竹園です。 

２２ページの放課後ルームの市全体の量の見込みと確保方策ですが、今回、初めて出

す数字なのかどうかということと、確保方策が令和７年度「６，０９１人」から１１年

度にかけて８２９人増えるということで、相当な力の入れようと思うのですが、具体的

な増やし方については、放課後ルームの整備によりとなると、ルームを増やすだとか、

民間の事業者の活用になると思いますが、この辺についてどのような塩梅でこのような

数字を出したのかというところをお聞かせ願いたいと思います。 

 

〇地域子育て支援課長 

地域子育て支援課長です。 

こちらの方の数字ですが、先ほどもお答えした部分ではありますが、放課後の空き教

室を使用したタイムシェアや、それから全体として児童の数は減っていく傾向がござい

ますので、普通教室に今後空きが出てくるということも期待しているところになります。  

 そういった場所の整備や、あるいは様々な手法を取り入れていく中で、この人数を確

保していきたいというような数字になります。 

以上です。 

 

〇横山会長 
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ありがとうございます。 

放課後ルームの支援員の方達は、やはりお給料も低く、身分も不安定なので長く続か

ないですし、やはりそこの質というものもこれから気にしていかなければいけないなと

感じていますので、またよろしくお願いいたします。 

他にご質問等ございますか。 

それでは本日出たご意見等も踏まえて、計画全体の素案の策定を進めていただければ

と思います。 

もう少し時間があるので、この機会にまだご発言のない委員の方々で感想等があれば

どうぞ。 

 

〇古川委員  

市民委員の古川でございます。 

参考資料「事業一覧表」の基本施策３「特別な配慮を要するこどもへの支援の充実」

の中で児童発達支援センターに対する補助という項目があるのですけれども、これの具

体的な補助について教えていただけますか。 

 

〇療育支援課長 

療育支援課長です。 

こちらは、児童発達支援センターであります「さざんかキッズ」「とらのこキッズ」と

いう事業所があります。 

こちらの事業所に対する、主に人件費の補助ということで、人件費の補助をすること

によって、運営をしていただいているというものになります。 

以上でございます。 

 

〇古川委員 

 ありがとうございました。 

 

〇横山会長 

 はい。ありがとうございます。 

 他になにかございますか。はい。どうぞ。 

 

〇生田委員 

生田でございます。 

資料２の１５ページです。私の認識不足かもしれないのですが、一つは放課後デイサ

ービスに関わって、未就学の方々を受け入れるところが６６事業所になっているなど、

支援をする事業所がたくさん増えているという状況ですが、今行政として、協議会や連

絡協議会という団体のお話を聞きましたけれども、質の向上を目指してということです

が、保育園において、そういう施設からお迎えに来られて、そしてまた戻って来られる

とかそちらに通うというような状況のお子さんがとても増えてきたなということです

が、現実にそちらに通うことになりましたという形のなかで、私たちとしては、こんな
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に増えているとかいうことについての、市全体なのでそういう状況なのだろうとは思う

のですが、全体的な把握、あるいは得意とする分野だとか、そのお子さんを見る内容、

あるいはその施設の中の資格者の在り様だとか、どういうような形で運営をしているの

かという小冊子あるいは全体的なその案内ができるようなものとか、それぞれ事業所に

ホームページに入って見つけていくぐらいしかないです。あるいは全体的に配布ができ

る何かが今現在あるのでしょうか。 

できれば示していただけると、事業所として相談を受けた時に、相談センターに行か

れ、それからということになると思いますが、なにか一助になるのではないかと思って

おります。 

 

〇横山会長 

 何かございますか。 

 

〇療育支援課長 

はい、療育支援課長です。 

保育園、幼稚園に通っているお子さんで、障害児通所支援事業所にも行かれていると

いうお子さんは増えている状況だとは思います。 

園の方でもその保護者の方から、例えば「どういった通所事業所がありますか」とい

ったご相談があった時にお示しをしていただけるものとしましては、療育支援課のホー

ムページに障害児の通所事業所の一覧表がございまして、そちらにその事業所が得意と

している支援内容について丸をつけた形で掲載させて頂いております。それをご覧いた

だくか、プリントしていただいて、保護者の方からご相談があったときには近くにはこ

ういう事業所がありますといったご案内は、園の方でお手数ですけれどもしていただく

と保護者の方も安心すると思いますので、お願いをしたいと思います。 

以上です。 

 

〇生田委員 

ありがとうございました。 

事業規模だとか受け入れ人数、あるいはそういう資格者の存在もお示しされているの

でしょうか。 

 

〇療育支援課長 

はい。事業規模ですが、基本的に定員が１０名でやっている事業所がほとんどですの

で、１日に利用できるお子さんは１０名ということに各事業所がなります。 

１日１０名の利用の中で、いつ自分が使えるのかといった部分は、その事業所別にご

相談いただく必要があると思います。 

その事業所に在籍している職員の職種に関しては、その一覧で職種までは出ていなか

ったとは思いますが、基本的には保育士や児童指導員、リハビリ系の療育をやっている

ところですと、理学療法士や作業療法士といった職員の方はいらっしゃると思います。 

そのあたりも、事業一覧表の中で、例えば運動療育を得意としている事業所であれば、
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保育士以外の専門職が配置されているのではないかというのは、その一覧から分かるよ

うにはなっております。 

 

〇生田委員 

 ありがとうございます。 

 

〇横山会長 

 ありがとうございます。 

 他に何かご質問等はございますか。言いたいことや、市役所の方ヘの応援メッセージ

とかございませんか。 

 オンライン参加の中原委員、今日の資料について、何かアドバイスがありましたらお

願いいたします。 

 

〇中原委員 

 はい。ありがとうございます。 

 今日、ご説明も丁寧に色々していただきましたが、本当にこどもの政策がこれだけ広

く拡大をしてきますと、私たちも色々な視点から検討していかなければいけないなとい

うことを改めて思いましたし、こども政策の重みというのがやはり船橋市の中で、しっ

かりと認識をされて進めて行かれるということを力強く受け止めました。 

そうは言いながら、色々現実的な課題はございますので、しっかり分析をし、そして

検討し、最善の方法を探るということが私たちの役割だということを改めて認識いたし

ました。 

以上です。ありがとうございます。 

 

〇横山会長 

 最後にありがとうございます。 

 

３．閉会  

○横山会長 

本日の議事は以上となります。ありがとうございました。 

事務局から連絡事項等があればよろしくお願いいたします。 

 

○事務局（こども政策課長補佐） 

ご審議ありがとうございました。 

次回の子ども・子育て会議につきましては、１１月１５日金曜日の１４時半からを予

定しております。 

次回は次期計画全体の素案についてご意見をいただく予定でございます。 

開催通知及び出欠席については後日、事務局よりご連絡いたします。 

事務局からは以上となります。 
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○横山会長 

それでは以上をもちまして、本日の会議を終了とさせていただきます。 

ありがとうございました。 


